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公益財団法人

消費者教育支援センターとは？

昭和63年国民生活審議会報告書「消費者教育の推進について」を受け、平成2年に
文部省と経済企画庁（現文部科学省、消費者庁）の共管法人として設立された消費
者教育の専門機関です。

セミナーの企画実施・講師派遣 消費者教育教材資料表彰調査研究・教材制作・情報発信



ここをクリック





消費者教育の推進に関する法律
（平成24年8月成立、12月施行）

6

目的（第1条）

・消費者教育の総合的・一体的な推進

・国民の消費生活の安定・向上に寄与

定義（第2条）

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育
及びこれに準ずる啓発活動

（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重
要性について理解及び関心を深めるための教育を含む）



自立した消費者とは？

●合理的意思決定ができ、被害に遭わない消費者

●社会の一員として、よりよい市場とよりよい

社会の発展のために積極的関与する消費者の

育成（消費者市民社会の形成に参画）

（出典）「消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）」概要
（平成２５年６月閣議決定、平成30年３月変更、令和5年3月変更）



「消費者市民社会」

「消費者市民社会とは、消費者が、個々の消費
者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重
しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在
及び将来の世代にわたって内外の社会経済情
勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであ
ることを自覚して、公正かつ持続可能な社会
の形成に積極的に参画する社会をいう。」

（出典）「消費者教育の推進に関する法律 第2条第2項」（平成24年12月施行）





「消費者教育の推進に関する基本的な方針」にみる
金融経済教育との連携

（出典）「消費者教育の推進に関する基本方針」（平成25年６月28日閣議決定、平成30年３月20日変更、令和５年３月28日変更）

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向
4.他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携推進
（1）金融経済教育
金融経済教育の意義・目的は、金融リテラシー（金融に関する知識・判断力）の向上を通じて、国民一人一人が、経

済的に自立し、より良い暮らしを実現していくことを可能とするとともに、健全で質の高い金融商品の提供の促進や

家計金融資産の有効活用を通じ、公正で持続可能な社会の実現に貢献していくことにある。

ＩＴ技術の進化により、キャッシュレス決済や暗号資産といった新たな金融サービスが生まれる中、国民一人一人が、

金融リテラシーを身に付けるためには、金融や経済についての知識のみならず、家計管理や将来の資金を確保するた

めに長期的な生活設計を行う習慣・能力を身に付けること、保険商品、ローン商品、資産形成商品といった金融商品

の適切な利用選択に必要な知識・行動についての着眼点等の習得、事前にアドバイスを受けるなどといった外部の知

見を求めることの必要性を理解することが重要である。

これらの金融リテラシーは、自立した消費生活を営む上で、必要不可欠であり、消費者教育の重要な要素であること

から、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込むとともに、金融経済教育と連携した消費者教育を推進する

ことが重要である。



金融経済教育の定義

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第86条

※令和５年11月「金融サービスの提供に関する法律」改正

「適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に
関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図る
ための教授及び指導」



「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な
推進に関する基本的な方針」にみる消費者教育との連携

（出典）「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」令和６年３月15日閣議決定

Ⅱ 国民の安定的な資産形成の支援に関する施策
３ 国民の安定的な資産形成に関する教育及び広報の推進
（5）金融リテラシーの向上における消費者教育との連携
金融経済教育を推進するに当たっては、国民一人ひとりが、経済的に自立し、より良い暮

らしを実現していくとともに、健全で質の高い金融商品や家計金融資産の有効活用により、

公正で持続可能な社会の実現に貢献する観点から、金融リテラシーの向上を図ることが重要

である。このため、消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号）や「消費者

教育の推進に関する基本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定）に基づく消費者教育

と連携し、金融や経済についての知識に加え、家計管理や長期的な生活設計を行う習慣・能

力、消費生活の基礎や、金融トラブルから身を守るための知識の習得、また、事前にアドバ

イスを受けるなどといった外部の知見を求めることの必要性を理解することを推進していく。



これまでの消費者教育・金融経済教育の歩み①

消費者教育

1988年 経済企画庁国民生活審議会「消費者教育の推進について」報告書

→消費者教育の専門機関の設立を検討

1989年 学習指導要領（1989年改訂）において、消費者教育の内容が充実

1990年 財団法人消費者教育支援センター設立（所管法人：文部省、経済企画庁）

2000年 財団法人消費者教育支援センター設立10周年記念行事

「消費者・経済教育国際セミナー2000」

2004年 消費者の権利の尊重と消費者の自立支援を基本理念とした「消費者基本法」の成立

→「消費者保護基本法」（1968年制定）から改正

2012年 「消費者教育の推進に関する法律」8月成立、同年12月施行

2013年 消費者庁「消費者教育の体系イメージマップ」公表

消費者教育の推進に関する基本的な方針（現在、第3期基本計画）閣議決定

2018年 民法改正の成立、高等学校学習指導要領告示

2022年 18歳成人スタート、高等学校で新学習指導要領施行



金融経済教育

2000年 金融審議会答申「21世紀を支える金融の新しい枠組みについて」

 金融分野における「消費者教育」の必要性について言及注１）

2002年 金広委「金融に関する消費者教育の推進に当たっての指針」

2005年 金広委「金融教育ガイドブックー学校における実践事例集」→金融教育元年

金融庁 金融経済教育懇談会 論点整理

2007年   金広委「金融教育プログラムー社会の中で生きる力を育む授業とはー」

2013年  金融庁 金融経済教育研究会報告書

2014年 金融経済教育推進会議「金融リテラシーマップ」公表

2016年   金広委「金融教育プログラムー学校における金融教育の年齢層別目標」（2021年改訂）

2023年 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」（金融サービス法改正）成立

2024年 金融経済教育推進機構（4月発足、8月本格稼働）

注１）金融庁 金融経済教育懇談会 第1回資料「金融庁における金融経済教育への取り組み」（2005年3月）の最初に登場する事項である。

※ここでは1952年に設立された貯蓄増強中央委員会時代の金銭教育、2001年から金融広報中央委員会に改名後の金融教育の系譜を省略している。

これまでの消費者教育・金融経済教育の歩み②



金融リテラシー・マップ（2023年改訂）





消費者教育の体系イメージマップ Ver.1.0 （2013年）



これからの
消費者教育と金融経済教育の連携に向けて

●投資詐欺増加・消費者の脆弱性への対応、投資教育偏重との批判

●公正で持続可能な社会の実現に貢献する金融経済教育は十分か？

・二つのマップ（消費者教育の体系イメージマップと金融リテラシー・マップ）

の関連性を整理する必要があるのでは？

・実践の場である地方自治体において、両教育が効果的に行われるために

ていねいな対話の場が必要では？

・消費者教育のこれまでの担い手である消費生活相談員、消費生活アドバ

イザー、企業・消費者団体等と、金融経済教育の担い手として誕生した認定

アドバイザーが専門性の境界を越えていく必要があるのでは？
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